
福　
祉

長
寿
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問	

本
庁
舎
長
寿
社
会
課

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
１
（
①
）

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
３（
②
・
③
・
④
）

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課	

（

	

10
ペ
ー
ジ
）

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（

	

10
ペ
ー
ジ
）

【
①
寝
具
丸
洗
い
乾
燥
消
毒
サ
ー
ビ
ス
）】

対
在
宅
で
生
活
を
し
て
い
る
65
歳
以
上
の
高

齢
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
市
民
税
非
課
税
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯

で
、
要
介
護
１
～
３
の
認
定
が
あ
る
人　

②

要
介
護
４
・
５
の
認
定
が
あ
る
人　

料
掛
布

団
：
２
０
０
円　

敷
布
団
：
２
０
０
円　

羽

毛
布
団
：
３
０
０
円　

毛
布
：
１
０
０
円

※
枚
数
に
制
限
が
あ
り　

募
５
月
21
日

（
木
）
ま
で
に
申
出
書
を
提
出

【
②
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
】

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
は
何
か
特
別
な
こ
と

を
す
る
人
で
は
な
く
、
認
知
症
の
人
や
そ
の

家
族
を
温
か
く
見
守
る
応
援
者
で
す
。
５
人

以
上
の
希
望
す
る
団
体
に
対
し
て
講
師
を
派

遣
し
ま
す
。　

容
▽
認
知
症
を
理
解
す
る

▽
認
知
症
の
人
と
と
も
に
地
域
で
暮
ら
す
に
は

【
③
お
れ
ん
じ
ド
ア
と
っ
と
り
】

時
5
月
28
日
（
木
）
10:

00
～
12:

00

所
渡
辺
病
院
南
館
１
階　

容
認
知
症
の
当

事
者
に
よ
る
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
で
、
認
知
症
と

共
に
新
た
な
暮
ら
し
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
ょ

う
。	

料
無
料

【
④
認
知
症
介
護
家
族
の
集
い
】

時
５
月
８
日
（
金
）
10:

00
～
12:
00

所
麒
麟
Ｓ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｅ
（
鳥
取
市
民
交
流
セ
ン

タ
ー
）
２
階
多
目
的
室
３　

容
認
知
症
の
本
人

も
家
族
も
希
望
を
持
っ
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
情

報
交
換
を
し
な
が
ら
交
流
を
す
る
場　

料
無
料

　

認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
各
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
や
次
の
各
セ
ン
タ
ー
で
も
受
け

て
い
ま
す
。

問
認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
認
知
症
の

人
と
家
族
の
会
鳥
取
県
支
部
）

　

毎
週
月
～
金　

10:

00
～
18:

00

	

０
８
５
９-

37-	

６
６
１
１

問	

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー（
渡
辺
病
院
）

	

０
８
５
７-

39-	

１
１
５
１

介
護
予
防
教
室（
お
た
っ
し
ゃ
教
室
）

（
７
～
９
月
）

問	

鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

鳥
取
こ
や
ま
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

鳥
取
南
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

鳥
取
西
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

（

	

10
ペ
ー
ジ
）

容
主
に
椅
子
に
座
り
な
が
ら
の
運
動
、
栄

養
や
お
口
の
機
能
改
善
の
た
め
の
講
話
。

時
毎
週
１
回
90
分
・
３
か
月
間　

所
公
共

施
設
な
ど
全
16
会
場
（
予
定
）　

対
満
65
歳

以
上
の
人　

※
医
師
か
ら
、
運
動
制
限
さ
れ

て
い
な
い
人
の
み
。	

※
身
体
状
況
に
よ
っ

て
は
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
料
１
回
５
０
０
円　

募
５
月

29
日
（
金
）
ま
で
に
お
住
ま
い
の
地
域
の
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

鳥
取
市
地
域
支
え
合
い
フ
ォ
ー
ラ
ム

～
新
し
い
支
え
合
い
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
～

問	（
福
）
鳥
取
市
社
会
福
祉
協
議
会

	

０
８
５
７-

24-	

３
１
８
０

	

０
８
５
７-
24-	

３
２
１
５

問	

本
庁
舎
長
寿
社
会
課

	

０
８
５
７-

30-	
８
２
１
３

	

０
８
５
７-

20-	
３
９
０
６

時
６
月
10
日
（
水
）
13:

30
～
15:

30

所
さ
ざ
ん
か
会
館
５
階
大
会
議
室

容
▽
講
演
：「
み
ん
な
で
話
そ
う	

こ
れ
か

ら
の
地
域
の
こ
と
」
～
南
ア
ル
プ
ス
市
で
の

取
り
組
み
を
通
し
て
～　

▽
講
師
：
斉
藤
節

子
さ
ん
（
南
ア
ル
プ
ス
市
第
1
層
生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）　

料
無
料

５
月
12
日
は　
　
　
　
　
　
　
　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

問	

本
庁
舎
地
域
福
祉
課

	

０
８
５
７-

30-	

８
２
０
２

	

０
８
５
７-

20-	

３
９
０
６

　

本
市
で
は
、
５
１
６
人
の
民
生
委
員
（
児

童
委
員
を
兼
ね
る
）
が
、「
広
げ
よ
う　

地

域
に
根
ざ
し
た　

思
い
や
り
」
を
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地
域
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
地
区
社
会
福
祉
協
議
会

や
と
な
り
組
福
祉
員
、
愛
の
訪
問
協
力
員
な

ど
と
連
携
・
協
力
し
て
地
域
福
祉
推
進
の
た

め
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
住
民
か

ら
福
祉
に
関
わ
る
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
支

援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
行
政
、
社
会
福
祉

協
議
会
や
学
校
な
ど
の
関
係
機
関
へ
の
「
つ

な
ぎ
役
」と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

相
談
内
容
や
個
人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
生
活
上
の
困
り
ご
と
や
心
配
ご
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
お
近
く
の
民
生
委
員
・
児

童
委
員
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

5 月
鳥
取
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー（
生
活
援
助
型・育
児
型
）

の
協
力
会
員
募
集

問	

鳥
取
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
（
鳥
取
市
社
会
福
祉
協
議
会
内
）

	

０
８
５
７-

22-	

７
４
７
４	

（
生
活
援
助
型
）

	

０
８
５
７-

39-	

２
７
６
１
（
育
児
型
）

	

０
８
５
７-

39-	

２
７
６
２
（
共
通
）

問	

新
市
域
の
各
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

国
府
町　

	

０
８
５
７-

22-	

１
８
８
０

福
部
町　

	

０
８
５
７-

75-	

２
３
３
７

河
原
町　

	

０
８
５
８-

76-	

３
１
２
５

用
瀬
町　

	

０
８
５
８-

87-	

２
３
０
２

佐
治
町　

	

０
８
５
８-

89-	

１
０
２
２

気
高
町　

	

０
８
５
７-

82-	

２
７
２
７

鹿
野
町　

	

０
８
５
７-

84-	

３
１
１
３

青
谷
町　

	

０
８
５
７-

85-	

０
２
２
０

　

高
齢
者
の
生
活
援
助
や
育
児
の
援
助
を
受

け
た
い
人
と
支
援
を
行
い
た
い
人
が
、
相
互

援
助
活
動
を
行
う
会
員
組
織
で
す
。
協
力
会

員
を
募
集
し
ま
す
（
登
録
料
・
会
費
無
料
）。

額
報
酬
（
１
時
間
あ
た
り
）

▽
平
日
（
７:

00
～
20:

00
）　　

６
０
０
円

▽
平
日
（
20:

00
～
７:

00
）　　

８
０
０
円

▽
土
日
・
祝
日
（
終
日
）　　
　

	

８
０
０
円

▽
12
月
29
日
～
１
月
３
日
（
終
日
）	

８
０
０
円

【
生
活
援
助
型
】　

容
要
望
に
応
じ
て
高
齢

者
の
お
宅
を
訪
問
し
て
、
簡
単
な
家
事
な
ど

の
援
助
を
行
う
。	

▽
援
助
内
容
：
食
事
の

準
備
・
後
片
付
け
、
掃
除
、
病
院
の
付
き
添

い
な
ど
の
軽
度
で
専
門
性
を
要
し
な
い
も
の

【
育
児
型
】　

容
乳
幼
児
か
ら
小
学
６
年
生

ま
で
の
お
子
さ
ん
の
い
る
人
を
対
象
に
、
子

育
て
の
援
助
を
行
う
。	

▽
援
助
内
容
：
習

い
事
の
送
迎
、
保
育
園
・
幼
稚
園
・
学
童
保

育
へ
の
送
迎
、
開
所
前
・
閉
所
後
の
預
か
り
、

乳
幼
児
を
連
れ
て
出
か
け
に
く
い
時
の
預
か

り
な
ど

成
年
被
後
見
人
が
印
鑑
登
録
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

問	

本
庁
舎
市
民
課

	

０
８
５
７-

22-	

８
１
１
１
（
鳥
取
市

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

	

０
８
５
７-

20-	

３
９
０
９

　

所
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
、
成

年
被
後
見
人
が
印
鑑
の
登
録
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

成
年
被
後
見
人
が
印
鑑
登
録
す
る
場
合

は
、
本
人
が
法
定
代
理
人
（
成
年
後
見
人
）

と
と
も
に
来
庁
し
、
印
鑑
登
録
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
印
鑑
登
録
を
し
て
い
る
人
が
成
年

被
後
見
人
に
な
る
と
、
印
鑑
登
録
が
廃
止
さ

れ
ま
す
。
引
き
続
き
印
鑑
登
録
を
す
る
場
合

は
、
改
め
て
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

鳥
取
市
障
が
い
者
福
祉
週
間
が　

始
ま
り
ま
す

問	

本
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-

30-	

８
２
１
７

	

０
８
５
７-

20-	

３
９
０
７

　

毎
年
５
月
23
日
～
29
日
は
「
鳥
取
市
障
が

い
者
福
祉
週
間
」
で
す
。
本
市
は
、
平
成
元

年
に
福
祉
都
市
を
宣
言
し
、
障
が
い
の
あ
る

方
や
高
齢
者
な
ど
全
て
の
人
に
優
し
い
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
も
、
こ
の
「
障
が
い
者
福
祉
週

間
」
を
き
っ
か
け
に
、
障
が
い
者
を
は
じ
め

誰
も
が
尊
重
さ
れ
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
福
祉

の
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を
目
指
し
て
、
ま
ち

に
こ
こ
ろ
の
輪
を
ひ
ろ
げ
ま
し
ょ
う
!!

赤
十
字
の
活
動
に
ご
協
力
を

問	

日
本
赤
十
字
社
鳥
取
県
支
部
鳥
取
市
地

区
（
地
域
福
祉
課
内
）

	

０
８
５
７-

30-	

８
２
０
２

	

０
８
５
７-

20-	

３
９
０
６

問	

日
本
赤
十
字
社
鳥
取
県
支
部
（
県
庁
第

二
庁
舎
）

	

０
８
５
７-

22-	

４
４
６
６

	

０
８
５
７-

29-	

３
０
９
０

　

日
本
赤
十
字
社
は
、
人
道
的
任
務
を
達
成

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
被
災
地
で
の
救
護

活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
罹
災
者
へ
の
お
見

舞
い
品
の
提
供
、
救
急
法
を
は
じ
め
と
し
た

各
種
講
習
、
献
血
推
進
な
ど
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
そ
の
活
動
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か

ら
の
資
金
協
力
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
活
動
へ
の
資
金
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

自
治
会
・
町
内
会
を
通
じ
て
活
動
資
金
を

募
り
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
個
別
に
活
動
資
金
募
集
に
応
じ
て
い

た
だ
け
る
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

交通事故などで
治療を受けたら届出を
問	本庁舎医療費適正化推進室
	0857-30-8227		 	0857-20-3906

　交通事故など自分以外（加害者）が関係するけがや病
気で治療を受けた場合、医療費は加害者が負担するの
が原則ですが、国保の保険証を使って治療を受けるこ
ともできます。その場合、鳥取市（保険者）に被害の内
容を届け出る必要があります。
　鳥取市は届け出に基づき、鳥取市が負担した医療費
を保険会社や加害者へ請求します。しかし届け出がな
ければ、本来加害者が負担すべき医療費を鳥取市が負
担したままになります。
　国民健康保険加入者の「保険料」で賄われている大切
な医療費です。交通事故などで保険証を使って治療を
受ける場合、まずは問い合わせ先までご連絡をお願い
します。

※届け出の前に示談を済ませてしまうと、鳥取市が負担
した医療費を加害者に請求できなくなる場合がありま
す。交通事故などで保険証を使って治療を受けた際に
は、相手方と示談される前に必ず相談ください。

【届出が必要になる例】
交通事故（自転車事故も）、	けんかなどの暴力行為、他
人のペットに咬まれる、食中毒（飲食店、惣菜など）、
スキー・スノーボードなどの接触事故

　
と
っ
と
り
市
報
５
月
号
に
掲
載
し
て
い

る
記
事
は
、
３
月
30
日
時
点
で
確
認
し
た

内
容
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
防
止
た
め
、
記
事
の
内
容
が
変
更

と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
最
新
の
情
報
は
、
本
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
、
各
問
合
せ
先
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

凡
例
　
時
＝
日
時
　
所
＝
場
所
　
容
＝
内
容
　
対
＝
対
象
　
条
＝
条
件
　
員
＝
定
員
　
数
＝
数
量
　
額
＝
支
給
・
助
成
額
な
ど
　
料
＝
料
金

　
　
　
募
＝
募
集
期
間
・
方
法
　
受
＝
受
付
　
持
＝
持
参
す
る
も
の
　
問
＝
問
い
合
わ
せ
先

情報ひろば  Information Information  情報ひろば
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